
 

令和６年８月２８日 

ケイカン交通株式会社 

  

 

「三国運動公園乗合タクシー線」の廃止について 

 

         

１． 変更予定日 

 令和６年１０月１日  

 

 

２． 理由 

 当該路線は、沿線住民の通院、買い物等の利用が主であるが、近年は

１便当たりの利用者が１人を下回っている状況であり、現在の利用者に

ついては、坂井市オンデマンド型交通での輸送が可能であるため。 

 

 

３． 添付資料 

 三国運動公園乗合タクシー線路線図 

協議事項（４） 
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